
一
頁

無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

改
正
の
内
容

一

広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
の
技
術
基
準
を

定
め
る
こ
と
。

（
第
四
十
九
条
の
二
十
八
及
び
第
四
十
九
条
の
二
十
九
関
係
）

二

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


